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環境方針 

 

●基本理念 

職員一人ひとりが、市の事務事業が環境に影響を与えることや環境・資源は有限で

あることを認識し、環境負荷の低減や環境の改善につなげることで、「環境と調和し

て暮らし、働くまち あまがさき」を実現します。 

 

●行動方針 

①事務事業における無駄の徹底的な削減を。 

②環境に優しい選択を。 

③環境という価値を認める事業を。 

④環境関連法令等の遵守を。 

⑤まずは、自分から。そして、全員の参加を。 

 

令和８年４月１日 

環境管理総括者 尼崎市長 
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１ 尼崎市環境マネジメントシステムの基本的事項 

 

1.1 目的 

・尼崎市環境マネジメントシステム（以下「システム」という。）は、本市の事務及び事業活動

（以下「事務事業」という。）に伴う環境への負荷を継続的に低減させることを目的としてい

ます。 

 

1.2 システムの位置づけ 

・システムでは、地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律第 117 号）に基づき策定

をしている「尼崎市環境率先実行計画」（以下「実行計画」という。）の進捗管理を行うことで、

二酸化炭素排出の削減を進めることに加え、エネルギーの消費、廃棄物の排出等の本市の事務

事業による環境への負荷を継続的に低減していきます。また、システムの運用を通じて、地球

温暖化対策の推進に関する法律及びエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換

等に関する法律（昭和 54 年法律第 49 号）に基づく報告を行う際の基礎的なデータの収集を行

います。 

 

1.3 尼崎市環境マネジメントシステムとは 

・実行計画に基づく目標を達成するために、PDCA サイクルによる継続的な改善を図るための

仕組みです。 

ＰＤＣＡサイクルとは？ 

経営管理手法のひとつで、計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善（Act）のプ

ロセスを順に実施し、継続的なシステムの改善を推進することをいいます。 

システムでは各プロセスにおいて次のような作業を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画［Plan］ 

環境方針の策定や環境目標を設定しま

す。 

運用・実施［Do］ 

環境管理マニュアルに基づきシステムを

運用し、環境負荷の低減や環境関連法令

等の遵守に関する取組を行います。 

点検・評価［Check］ 

環境目標への取組状況の確認や環境監査

による各所属におけるシステムの運用状

況の点検を行います。なお、取組が不十

分な場合は是正を行います。 

改善・見直し［Act］ 

システムの運用にあたり課題が生じた場

合には環境方針や環境管理マニュアルの

見直しを行います。 
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1.4 適用範囲 

1.4.1 適用組織・施設 

・議会事務局、市長部局（会計管理室、秘書室、危機管理安全局、企画財政局、デジタル戦略

担当局、地域協働局、総務局、福祉局、保健局、こども青少年局、経済環境局、都市整備局

（市営住宅を除く））、消防局、公営企業局、教育委員会事務局及び教育機関（学校園を除

く）、選挙管理委員会事務局、監査事務局、公平委員会事務局、農業委員会事務局。 

 

1.4.2 協力要請先組織・施設等 

・議会、学校園、指定管理者制度導入施設、本市の施設内で許可を得て営業活動を行う者（食

堂、銀行、郵便局、売店等）。なお、これらについては、所管課から必要に応じてシステム

の趣旨を伝達し、協力を要請します。 

 

1.5 組織体制 

・システムは組織全体で運用・管理を行うとともに、環境管理総括者（市長）による、トップダ

ウンの全員参加によって運営します。 
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図 組織体制 

 

環境管理総括者 

市長 

【実行部門】 

※１ 経済環境局を所管している副市長 
※２ 経済環境局を所管していない副市長 
※３ 公平委員会事務局を含む 

※４ 農業委員会事務局を含む 
※５ 学校園の環境負荷の低減に関する事項の一部の実績、環境関連法令等における要求事項とその遵守状況は教育委員会事務

局で管理 

※６ 指定管理者制度導入施設の環境負荷の低減に関する事項の一部の実績、環境関連法令等における要求事項とその遵守状況
は所管所属で管理 

※７ 本市の施設内で許可を得て営業活動を行っている者 
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［環境管理実行組織］ 

環境管理責任者 

副市長※1 

【監査部門】 

環境監査責任者 

副市長※2 

内部・外部環境監査員 

局長等 

所属長 

エコリーダー 

職員（再任用・会計年度任用職員等を含む） 

議会 

学校園※5 

指定管理者制度導入施設※6 

食堂、銀行、郵便局、売店等※7 

［協力要請施設・組織］ 

環境保全推進会議 

会長：市長 

副会長：副市長 

 委員：局長等 

環境管理事務局 

（総括）環境創造課長 
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表１ 組織・役職における役割・責任 

組織名・役職名等 役割・責任 

環境管理総括者（市長） 

・システムの運用の総括責任者 

・環境方針の決定 

・システムの見直しの決定 

・環境管理マニュアルの承認 

環境管理責任者（副市長） 

※経済環境局を所管している副市長 

・システムの運用の責任者 

・環境目標・目安の設定 

・環境管理実行組織の構築 

・環境管理マニュアルの作成 

環境監査責任者（副市長） 

※経済環境局を所管していない副市長 

・システムの運用状況に対する監査（環境監査）の責任者 

・環境監査計画の決定 

環境保全推進会議 

会長：市長 

副会長：副市長 

 委員：局長等 

・システムの運用管理・総合調整 

環境管理事務局 

（環境創造課） 

・システムの運用及び環境監査を行うにあたっての環境管理責任者・環境監査

責任者の事務の補佐 

内部環境監査員 
・環境管理総括者（市長）に選任された者 

・環境監査の実施 

外部環境監査員 
・環境管理総括者（市長）に委嘱または派遣依頼された者 

・環境監査の実施 

局長・室長 

・局室におけるシステムの運用管理の責任者 

・局室の目安に関する進捗管理と環境管理責任者への報告 

・各所属における要改善事項の是正措置の承認 

・環境管理責任者（副市長）の指示に基づく環境の負荷の低減に関する事項に

関する要改善事項の要因分析・対応策の検討 

所属長 

・所属におけるシステムの運用管理の責任者 

・エコリーダーの指名 

※ 原則として係長級以上の職員とするが、エネルギー使用量や環境関連法令等の遵守状況について管理・把握

している職員が別にいる場合はこの限りでない。 

※ 複数の施設に職員が配置されている場合は、施設ごとに 1人以上を指名する。 

※ エコリーダーが長期不在となる場合は新たなエコリーダーを指名する。 

・所属における取組方針の決定 

・環境関連法令等における要求事項の特定・遵守、手順書の制定・改廃 

・システムの運用に必要と考えられる研修の実施（研修を実施した場合は研修

記録（様式４）を作成し、保管する） 

・各所属の基本的な情報（管理している施設の状況、所属内の人数等）や実績

（電気・ガス使用量等）等の把握とそれらの環境管理事務局への報告 

エコリーダー 

・システムの運用における所属長の事務の補助 

・職場における環境への取組の推進 

・環境管理事務局との連絡調整 

職員 

・全局室の職員（再任用・会計年度任用職員等を含む） 

※ 指定管理者制度導入施設及び学校園についてはエネルギー使用量、環境関連法令等における要求事項とその

遵守状況を所管所属で把握 

・環境管理マニュアルに基づく事務事業における環境負荷の低減 

 

  



5 

1.6 環境管理文書 

・システムを運用するにあたって必要な事項等を明確にするとともに、各所属・施設の実績等

を適切に記録するため、原則として環境管理文書を文書（電子データ）として管理します。 

 

表２ 環境管理文書 

種類 内容 作成者 

環境方針 

基本理念（基本的な考え方）と行動方針から構成され

ており、本市の事務事業における環境に対する考え方

を示す文書 

環境管理総括者（市長） 

環境管理マニュアル 

システムの運用・管理に関する基本文書 作成：環境管理責任者（副市

長） 

承認：環境管理総括者（市長） 

運用状況報告書 
各所属・施設の環境に関する取組状況等を記録するた

めの文書 
環境管理事務局 

手順書 
システムの運用や環境関連法令等における要求事項へ

の対応方法を記録した文書 
所属長 

要改善事項是正措置記録 
要改善事項の状況と原因、再発防止策等の是正措置を

記録するための文書 

作成：所属長 

承認：局室長 

研修記録 研修を実施した際の研修内容を記録するための文書 所属長 

環境管理手引き システムの運用において基本的な内容をまとめた文書 環境管理事務局 

エコオフィスづくり指針 
事務を行ううえでの環境配慮の方法等をまとめた文書

（グリーン購入指針を含む） 
環境管理事務局 

重大事故事例集 
重大事故に関する情報（概要、経緯、要因、再発防止

策、問題点の整理等）についてまとめた文書 
環境管理事務局 

 

1.6.1 環境方針 

・環境管理総括者（市長）は、本市の環境に対する取組の考え方を示すために環境方針を決

定します。 

・環境管理事務局は、環境方針をホームページ等により公表します。 

・環境管理事務局は、環境方針を掲載した「環境管理手引き」を作成し、各所属に配付しま

す。所属長は、全職員（再任用職員、会計年度任用職員等を含む）に手引きを配付し、環

境方針を周知します。なお、所属長が協力要請先にも手引きが必要であると判断した場合

には、所属から配付することができます。 

 

1.6.2 環境管理文書の制定・改正・廃止 

・環境管理責任者（副市長）は、環境方針及び環境管理マニュアルの見直しの必要性につい

て年度末に判断をします。見直しが必要と判断した場合には、見直し案を作成し、環境管

理総括者（市長）はこれを決定します。また、見直しが不要の場合については、現行の内

容について承認を行います。 

・環境管理事務局は、運用状況報告書の様式等について、年 1 回見直しを行います。また、

環境管理事務局は、環境管理マニュアル及び様式を全庁共通フォルダ（W）（以下「共通フ

ォルダ」という。）に掲載し、全職員に周知します。 

・所属長は、環境関連法令等で要求されている事項や日々のシステムの運用に必要と考えら

れる事項等を適切に実施し、引き継いでいくために手順書を作成し、システムで管理（共
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通フォルダに保存）することができます。所属長は手順書の内容について、毎年度 5 月末

までに 1 回の見直しを行い、必要に応じて改廃を行います。 

環境管理文書の管理における留意点 

・「環境マネジメントシステム関係書（文書分類番号：4360）」として、他の文書とは区別

して保管する。 

・環境管理文書には、制定年月日及び改定年月日を明示する。 

 

1.6.3 環境管理文書の公開 

・環境管理事務局は、環境方針、環境管理マニュアル及び毎年度のシステムの運用状況を本

市ホームページまたは市報で公表します。 

 

1.6.4 環境管理記録 

・システムの運用にあたっての基本的な情報や運用状況に関する記録については、環境管理

記録として、一度作成されたものは変更されることがありません。 

・環境管理記録は、原則として共通フォルダに電子データとして記録します。なお、過年度

の環境管理記録は行政事務支援システム（desknet’s NEO）内の文書管理に保存します。 

 

表３ 各所属で作成する主な環境管理記録 

種類 様式 決裁区分 

組織・施設の状況 環境管理組織・施設 様式１ 

所属長 
環境負荷の低減への取組状況 エネルギー使用量 様式２ 

環境関連法令等における要求事項と遵守評価 法的要求事項 様式３ 

研修の実施状況 研修記録 様式４ 

局室における取組状況の概要・評価 取組状況の概要 様式５ 
局長・室長 

要改善事項の是正措置 要改善事項是正措置記録 様式６ 

 

1.6.5 環境管理手引き 

・環境管理事務局は、システムの運用において必要となる基本的な情報を「環境管理手引き」

として、全職員に電子データで配付します（但し、電子データでの受理が困難な職員に対し

ては、紙媒体での配付とします）。 

・所属長は基礎研修に「環境管理手引き」を活用し、所属職員に必要事項を記入させることで、

所属内でシステムの理解や環境目標等の情報共有を行います。 

 

1.7 運用 

・環境管理実行組織は、本システムで要求されている事項を満たすため、必要な取組を確立し、

実施、管理します。 
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２ 対象項目 

システムでは取組状況を把握する事項を「管理項目」とし、日々の業務の中で所属・職員が自

主的に取り組むことや配慮することが求められる事項を「推奨項目」として設定します。 

 

2.1 管理項目 

・市の事務事業による環境負荷の低減を継続的に推進するため、「環境負荷の低減に関する事

項」と「環境関連法令等に関する事項」を管理項目として設定し、各所属において取組状況

を把握します。 

・市の事務事業による環境影響については「別表 事務事業が環境に与える影響」で確認でき

ます。 

 

2.1.1 環境負荷の低減に関する事項 

・実行計画で定められている削減目標と指標への取組状況 

 

2.1.2 環境関連法令等に関する事項 

・環境関連法令等における要求事項の遵守状況 

 

2.2 奨励項目 

・日頃の事務におけるエコオフィスの取組や物品調達時の環境配慮については、「エコオフィス

づくり指針」及び「グリーン購入指針」に基づき、取組を推進します。 

・本市の施設で使用する電力については、「尼崎市電力の調達に係る環境配慮指針」に基づき、

調達することで、本市の事務事業による二酸化炭素排出量の抑制に努めます。 

 

３ 環境目標 

・環境負荷の低減に関する事項については、環境目標として数値目標を設定し取組を進めていき

ます（表４ ①～④）。 

・環境管理責任者（副市長）は環境目標への取組状況を環境保全推進会議に年 1 回の報告を行い

ます。 

 

表４ 環境目標 

項目 
H25（基準値） 数値目標（R12） 

基準値 目標値 削減率 

①二酸化炭素排出量（t-CO2） 64,900 32,450 －50.0 % 

②総エネルギー消費量（TJ） 1,214 948 －21.9 % 

③電気使用量（MWh） 97,755 82,747 －15.4 % 

④都市ガス使用量（km3） 2,973 2,223 －25.2 % 

 

3.1 目安の設定 

・環境管理責任者（副市長）は、環境目標の内訳として特定事業者別・局室別の目安を設定し、

周知します。 
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４ 環境関連法令等の遵守 

・環境保全等を主な目的とする法令や条例（以下「環境関連法令等」という。）のうち、複数の

所属において共通して遵守する必要がある基本的なものについては、要求事項の設定及び遵守

評価を行います。 

 

4.1 環境関連法令等における要求事項の設定 

・環境管理事務局は事務事業を行ううえで関係すると考えられる環境関連法令等を指定し、法令

等に基づく要求事項を設定します。 

・環境関連法令等の改正等により設定した要求事項に変更が生じた場合には、その都度、環境管

理事務局は各所属に対し、特定した要求事項に変更がないか確認を依頼します。 

 

4.2 各所属における環境関連法令等における要求事項の特定 

・所属長は年度当初に事務事業を行ううえで関係する環境関連法令等における要求事項を特定し、

環境管理事務局に報告を行います。また、所属長は遵守すべき要求事項の追加が必要と判断し

た場合には、適宜、環境管理事務局に報告を行います。 

 

4.3 環境関連法令等における要求事項に関する指導助言 

・環境関連法令等における要求事項を遵守するための助言や遵守ができていない、または、でき

ないおそれがある場合の指導については、本市の環境関連法令等を所管している所属が行いま

す。 
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５ 環境管理研修 

・職員一人ひとりがシステムを理解し、環境目標を意識しながら事務事業における環境負荷の

低減に取り組むために、表５にある研修を行います。研修を実施した際には研修内容等につ

いて実施責任者が研修記録（様式４）を作成し、共通フォルダに保存します。 

 

表５ 年間計画 

種別 対象 内容 実施期間 実施責任者 

基礎研修 

※ 研修記録の作成は不要

です。 

全職員 

・システムの理解 

・環境目標と目標達成のための取組の確認 

・環境関連法令等における要求事項の確認 

8 月末まで 所属長 

所属研修 任意 
・所属内においてシステムの運用に必要と

考えられることについての情報共有等 
随時 所属長 

新規採用職員研修 新規採用職員 
・システムの基本的な考え方や本市の環境

への取組の理解 
4 月（随時） 

人事管理部のう

ち職員の研修を

担当する課長 

エコリーダー研修 

エコリーダー 

※過去にエコリーダーに選任さ

れていない者の受講は必須と

する。 

※所属長の判断で指定管理者の

受講も可能とする。 

・所属でのシステムの運用に必要となる知

識の習得や不適切事例の情報共有等 
4 月（1 回/年） 

環境管理事務局 

環境監査員研修 

内部監査員 
・ 

外部監査員 

・環境監査を実施する際の知識・技術の習

得 
10 月（随時） 

 

5.1 基礎研修 

・所属長は「環境管理手引き」への必要事項の記入を通じて、各所属の職員がシステムの仕組み

や環境目標について理解・情報共有を図れるよう研修を実施します（研修記録の作成は不要）。 

 

5.2 所属研修 

・所属長は、システムの運用に必要と考えられることについて情報共有等を行う際に、所属内で

研修を行うことができます。 

 

5.3 新規採用職員研修 

・人事管理部のうち職員の研修を所管する課長は、新規採用職員研修を実施します。 

 

5.4 エコリーダー研修・環境監査員研修 

・環境管理事務局は、エコリーダー研修及び環境監査員研修を実施します。 
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６ システムの運用状況の点検 

・環境目標への取組状況や環境関連法令等における要求事項の遵守状況については、各所属に

おいて自己点検を行い、それらを基に環境管理事務局はシステム全体の運用状況について確

認を行います。また、環境監査により各所属におけるシステムの運用状況の点検を行います。 

 

6.1 環境目標への取組状況 

・所属長は環境目標への取組状況を環境管理事務局に半年に 1 回（上半期・下半期）の報告を行

います（様式２、３）。 

・所属長は、前年度実績と比べ 5 %以上の実績が悪化した項目がある場合は、その要因分析を行

い、次年度の取組の改善に活かします。また、上半期が過ぎた時点で、前年度実績の概ね半分

を上回る実績となっている場合には、所属内で更なる取組を検討します。 

・局室長は、目安を踏まえ、各所属からの報告を基に実績・取組状況等を把握、評価します（様

式５）。また、その内容を環境保全推進会議で報告します。 

・環境管理責任者（副市長）は、各所属や各局室における実績・取組状況を把握し、その内容を

環境管理総括者（市長）及び環境保全推進会議に年 1 回の報告を行います。 

・環境管理責任者（副市長）は環境負荷の低減に関する事項について、3 年連続で実績が悪化し

ている所属または局室に対し、要改善事項として指摘し、要因分析と対策の検討を所属長また

は局長・室長に指示することができます。 

 

6.1.1 要因分析・対策の検討 

・局室長は次の条件に該当する場合、その要因の分析や対策の検討を行います。 

①局室におけるソフト面に関する対策の実施率が低い場合 

②局室における総エネルギー消費量が前年度比で 10 %以上増加した場合 

③局室における総エネルギー消費量が 2 年連続で増加した場合 

④局室が管理する施設のエネルギー消費量が前年度比で 10 %以上削減された場合（特に取

組を行った施設がある場合） 

※ ②・③に該当する場合には施設を対象として要因の分析や対策の検討を行う。 

 

6.2 環境関連法令等における要求事項の遵守評価 

・所属長は特定した要求事項を常に意識し、遵守するために必要な対応を講じるとともに、半期

ごとに自ら遵守評価を行います（様式３）。 

・遵守評価により要求事項が遵守されていないことが判明した場合には、「7.2 要改善事項への

対応」と「7.3 環境関連法令等の未遵守に関する要改善事項への対応」に従い、是正措置を

講じます（様式６）。 

 

6.3 環境監査 

・環境監査責任者（副市長）は、環境監査員を指揮し、システムが適切に運用されているかを確

認するとともに、システムの運用における課題を把握し、システムの改善に役立てるために年

1 回の環境監査を実施します。 
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6.3.1 環境監査の対象 

・環境監査は環境管理実行組織と環境管理事務局を対象として実施します。 

 

6.3.2 環境監査の方法 

・環境監査は、主に環境管理記録を対象とする書類監査と職場の状況を対象とする現場監査か

ら構成します。 

 

6.3.3 環境監査の基準 

6.3.3.1 確認事項 

・環境監査において、次の事項を確認し、評価します。 

・システムが適切に運用されていること。 

・環境関連法令等における要求事項を適切に特定し、遵守していること。 

・日頃の事務における環境配慮が行われていること。 

・局室の目安を達成するための取組が行われていること。 

 

6.3.3.2 評価基準 

・環境監査は、｢良好（Ａ）｣、｢注意（Ｂ）｣、｢要改善（Ｃ）｣の 3 段階評価で行います。た

だし、｢良好｣の中でも特に評価できる取組については、｢優良（Ａ+）｣として評価します。 

それぞれの評価基準は表６のとおりです。 

 

表６ 環境監査の評価基準 

評価 基準 

優良（Ａ＋） 「良好」の中でも特に評価できる状態 

良好（Ａ） システムの運用が適切な状態 

注意（Ｂ） システムの運用が不十分な状態 

要改善（Ｃ） システムの運用ができていない状態 

 

6.3.4 環境監査の頻度及び実施時期 

・環境監査は年 1 回の実施とし、各所属が概ね 5 年に 1 回の監査を受けることとします。な

お、要改善事項が発生した所属については、是正措置が適切に行われているかを確認するた

め、直近の環境監査の対象とします。 

 

6.3.5 環境監査の計画 

・環境監査責任者（副市長）は、環境監査の内容やスケジュール等を記載した環境監査計画を

決定します。また、環境管理事務局は環境監査計画を環境監査の実施期間の 2 週間前までに、

全所属に文書で通知します。なお、環境監査計画に盛り込む事項は次のとおりです。 

・環境監査の目的及び方法 

・スケジュール 

・環境監査の項目及び評価基準 

・環境監査の対象 
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6.3.6 環境監査員 

・環境管理総括者（市長）は環境監査員を選任、委嘱または派遣依頼します。 

・選任、委嘱または派遣依頼を受けた環境監査員は、監査を実施する際の知識・技術を習得す

るために当該年度に実施する環境監査員研修を受講します。 

 

6.3.6.1 環境管理事務局 

・環境管理事務局は環境監査を行います。また、環境関連法令等の遵守状況等を確認するう

えで、専門的な知識・技術が必要となる場合は、当該環境関連法令等を所管している所属

の協力を得て環境監査を行うことができることとします。 

 

6.3.6.2 外部環境監査員 

・環境監査の透明性を確保するため、専門家、市民・事業者を委嘱及び自治体間相互環境監

査の覚書を締結している自治体の職員を派遣依頼できるものとします。 

 

6.3.6.3 内部環境監査員 

・他所属の取組を学ぶ機会として、エコオフィスづくりに関する環境監査を実施する環境監

査員については無作為に抽出した所属の職員を選任することができるものとします。 

 

6.3.7 環境監査の実施と結果の報告 

・環境監査員は、環境監査計画に基づき監査を実施し、その結果を環境管理事務局に報告し

ます。 

・環境監査責任者（副市長）は、報告内容を取りまとめ、環境管理総括者（市長）と環境保

全推進会議に報告します。 

・環境管理事務局は、システムの運用の参考としてもらうため、監査結果を環境監査員及び

全所属に周知します。 

 

6.3.8 指摘に対する対応 

・環境監査において、「要改善」及び「注意」の評価を受けた所属長は、指摘を踏まえ、是

正措置を行います。 

 

6.3.8.1 要改善 

・環境監査員は、環境監査において「要改善」と評価した事項があった場合には、その状

況を環境管理事務局に報告します（様式６）。 

・環境管理事務局はその報告内容を確認し、指摘を受けた所属長にその内容を通知します。

通知を受けた所属長は、「7.2 要改善事項への対応」と「7.3 環境関連法令等の未遵

守に関する要改善事項への対応」に基づき措置を講じるものとします。 

 

6.3.8.2 注意 

・環境監査員は、環境監査において「注意」と評価した事項があった場合には、その場で
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所属長に状況を説明し、速やかに改善するよう伝えます。 

 

6.4 システムの運用状況の報告 

・環境管理事務局は各所属において、システムの運用状況について確認が必要な場合や疑義が生

じた場合には、所属長に対し、システムの運用状況について必要な報告を求めることができま

す。 

 

７ 要改善事項と是正措置 

・システムの運用を妨げる原因となっている事項については「要改善事項」として、是正措置を

行い、状況と是正措置内容を文書で記録します。 

 

7.1 要改善事項に該当する状況 

・要改善事項として定める状況は以下のとおりです。なお、適切に取組を行ったにもかかわらず

実績が悪化した場合については、要改善事項とはしません。 

・システムの運用にあたっての基本的な取組をしていない状況 

・環境関連法令等の要求事項を特定できていない、または未遵守の状況 

・その他システムの運用に支障をきたしている状況 

・ただし、環境負荷の低減に関する事項について、3 年連続で実績が悪化している場合には、環

境管理責任者（副市長）が要改善事項として指摘することができます。 

 

7.2 要改善事項への対応 

・所属長は要改善事項があることが判明した場合には、速やかに、その状況と原因を特定すると

ともに再発防止策等の是正措置を検討し、要改善事項是正措置記録（様式６）により、環境管

理事務局に報告し、内容について確認を受けます。環境管理事務局の確認を受けた是正措置に

ついては、局長・室長の承認を得ることとし、承認を得る過程で内容の修正等が生じた場合に

は、その都度、環境管理事務局に報告を行います。なお、要改善事項については、原則として

当該年度内に是正措置を完了させるものとします。 

・局長・室長は要改善事項と指摘を受けた場合には、速やかに、その状況と原因を特定するとと

もに是正措置や再発防止策等を検討し、要改善事項是正措置記録（様式６）により環境管理事

務局に報告します。なお、要改善事項については、原則として当該年度内に是正措置を完了さ

せるものとします。 

・所属長または局長・室長は是正措置の完了後、速やかに完了日を環境管理事務局に報告します。 

・環境管理事務局は要改善事項是正措置記録の内容を直近に開催される環境保全推進会議に報告

します。 

 

7.3 環境関連法令等の未遵守に関する要改善事項への対応 

・環境関連法令等が未遵守となっていることが確認された場合には、環境管理事務局はその要

因・影響についての把握を行うこととし、次のいずれかの項目に当てはまるものを重大事故と

して指定します。 
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・環境影響、またはこれによる健康被害が新たに生じた場合（生じるおそれのある場合を

含む） 

・環境影響、またはこれによる健康被害への対応措置に新たに費用・時間を要する場合

（要するおそれのある場合を含む） 

・その他市政運営に大きな影響を及ぼす場合（及ぼすおそれのある場合を含む） 

・環境管理総括者（市長）は、重大事故に関する情報を共有するため、局長・室長から重大事故

の発生の経緯・要因、対応の状況、再発防止策等について説明を求めます。 

・重大事故が発生した場合には、その概要、経緯、要因及び講じた再発防止策等について環境管

理事務局が重大事故事例集に取りまとめることとし、重大事故を引き起こした局室は重大事故

事例集の作成に協力することとします。なお、重大事故事例集の内容については、あらかじめ

環境管理総括者（市長）の承認を得ることとし、内容に更新があった場合には、全所属に通知

します。 

 

８ 環境方針と環境管理マニュアルの見直し 

・環境管理総括者（市長）は、年 1 回の環境方針と環境管理マニュアルの見直しを行い、適切か

つ有効なシステムとなるよう継続的改善を図ります。 

 

8.1 見直し方法 

・環境管理責任者（副市長）は、システムの運用状況や環境監査結果を踏まえ、年度末に環境方

針と環境管理マニュアルの見直しの必要性の有無を判断します。見直しの必要性がある場合に

は、環境管理責任者（副市長）は見直し案を作成し、環境管理総括者（市長）は新たな環境方

針と環境管理マニュアルを決定します。 

・見直し内容については環境保全推進会議に報告するとともに、全所属に周知します。 
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９ 年間スケジュール 

表７ 環境マネジメントシステムの年間スケジュール 

実施時期 実施内容 実施責任者 手順 

4 月 

【前年度下半期分の実績関係】 

・環境負荷の低減に関する事項へ

の取組状況等の報告（様式２） 

・環境関連法令等の遵守状況の報

告（様式３） 
所属長 

共通フォルダ上に保存されているファイ

ルに必要事項を記入し、環境管理事務局

に報告 
【該当年度の基本情報関係】 

・組織･施設等の基本的な状況の

報告（様式１） 

・環境関連法令等における要求事

項の特定（様式３） 

・環境管理手引きの配付 環境管理事務局 全所属に配付 

・新規採用職員研修の実施（様式

４） 

人事管理部のうち職員の研

修を担当する課長 
研修記録の作成・保存 

・エコリーダー研修の実施（様式

４） 
環境管理事務局 研修記録の作成・保存 

5 月 
・局室の目安に対する取組状況の

評価（様式５） 
局室長 

実績の悪化の要因分析や対策の検討、実

績の改善の要因分析等を行い環境管理事

務局に報告 

7 月 

・環境監査計画の作成 環境監査責任者（副市長） 全所属に周知 

・前年度の取組状況の取りまと

め・報告 
環境管理責任者（副市長） 

環境管理総括者（市長）・環境保全推進

会議に報告 

・環境管理実行組織の構築 

・環境目標・目安の設定 
環境管理責任者（副市長） 全所属に周知 

8 月 ・基礎研修 所属長 
各職員が必要事項を環境管理手引きに記

入 

9 月 
・環境監査員の選任・委嘱・派遣

依頼 
環境管理事務局 

（環境管理総括者（市長）名で選任・委

嘱・派遣依頼） 

10 月 

・環境監査員研修の実施（様式

４） 
環境管理事務局 研修記録の作成・保存 

【該当年度上半期の実績関係】 

・環境負荷の低減に関する事項へ

の取組状況等の報告（様式２、

３） 

・環境関連法令等の遵守状況の報

告（様式３） 

所属長 

共通フォルダ上に保存されているファイ

ルに必要事項を記入し、環境管理事務局

に報告 

10 月～12 月 ・環境監査の実施 
環境監査責任者（副市長） 

環境監査員 

被監査所属と環境監査員は日程調整を行

い、監査を実施 

3 月 

・環境監査結果報告 環境監査責任者（副市長） 環境保全推進会議に報告 

・環境方針と環境管理マニュアル

の見直し・公表 
環境管理総括者（市長） 

環境管理責任者（副市長）が見直し案を

作成し、環境管理総括者（市長）が決定 

新たな環境方針と環境管理マニュアルを

環境保全推進会議に報告 

・様式の見直し 環境管理事務局 全所属に周知 
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【別表】事務事業が環境に与える影響 

 

環　境　側　面

二酸化炭素の排出 ●

電気・ガス等燃料使用 ● ● ●

上水の使用 ● ● ●

紙類の購入 ● ●

文具類等の購入 ● ●

OA機器の購入 ● ●

器具類等の購入 ● ●

自動車の購入 ● ●

印刷物等の作成 ● ●

グリーン購入指針指定外物品の購入 ● ●

ごみ減量・リサイ
クルの推進

ごみの排出 ●

ガソリン・軽油の使用 ● ● ● ●

天然ガスの使用 ● ● ● ●

電気の使用 ● ● ●

水素の使用 ● ● ●

公用車の使用 ● ● ● ● ● ●

公用車の廃棄 ●

二酸化炭素の排出 ●

電気の使用 ● ● ●

都市ガスの使用 ● ● ●

重油の使用 ● ● ●

上水の使用 ● ● ●

排ガスの排出 ● ● ●

騒音・振動の発生 ● ●

排水の排出 ▲ ▲ ▲ ▲

危険物の保管 ▲ ▲

薬品の購入、使用 ▲ ▲ ▲ ▲

産業廃棄物の排出 ●

感染性廃棄物の排出 ● ● ●

ＰＣＢ含有廃棄物の保管 ● ● ● ●

一般廃棄物の排出 ●

エアコン等の使用、廃棄 ● ●

環境に配慮した電力契約の締結 ○ ○

悪臭の発生 ● ●

地下水の揚水 ○ ● ○

殺虫剤等薬剤散布 ● ● ● ●

消火用水の使用（消防） ● ●

泡消火薬剤の使用（消防） ● ●

パーライトの使用（消防） ● ●

建設資材の使用 ● ●

建設発生土の排出 ●

建設廃棄物（産業廃棄物）の排出 ● ● ●

大気汚染物質の排出等 ● ● ● ●

フロンガス使用機器の排出 ● ● ●

粉塵の発生 ● ● ●

エコマテリアルの使用 ○ ○ ○ ○ ○

自然環境の保全 ○ ○ ○ ○ ○

省エネルギー化・長寿命化の促進 ○ ○ ○

雨水利用・雨水浸透 ○ ○ ○ ○

自然エネルギーの利用 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ごみの排出 ●

電気等エネルギーの使用 ● ● ● ●

資材の使用 ● ●

印刷物等の作成 ● ●

騒音の発生 ● ●

自動車の使用 ● ● ● ● ●

来場者の意識啓発 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

スタッフ・出展者の意識啓発 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

環　境　影　響

人
へ
の
健
康
被
害

土
壌
・
地
下
水
汚
染

地 球 的 な 影 響

地
盤
沈
下

廃
棄
物
等
の
蓄
積

天
然
資
源
の
枯
渇

地
球
温
暖
化

酸
性
雨

オ
ゾ
ン
層
の
破
壊

生
態
系
へ
の
影
響

ア
メ
ニ
テ

ィ
へ
の
影
響

局　所　的　な　影　響 地　域　的　な　影　響

環
境
負
荷
の
低
減
に
関
す
る
事
項

一
般
事
務

省エネルギー省
資源の推進

グリーン調達の
推進

公用車管理

大
気
汚
染

水
質
汚
濁

騒
音
・
振
動
の
影
響

悪
臭
・
粉
じ
ん
の
影
響

イベント

その他

公共事業

施設管理

●：定常時（悪化要素）

環境影響 ○：定常時（改善要素）

▲：緊急時・非定常時（悪化要素）

環 境 影 響環 環 境 影 響環

環 境 影 響環 環 境 影 響環

環 境 影 響環 境 影 響

環 境 影 響環 境 影 響

環 境 影 響環 境 影 響

環 境 影 響環 境 影 響

環 境 影 響環 境 影 響

環 境 影 響環 境 影 響

環 境 影 響環 境 影 響

環 境 影 響環 境 影 響

環 境 影 響環 境 影 響

環 境 影 響環 境 影 響

環 境 影 響環 境 影 響

環 境 影 響環 境 影 響

環 境 影 響環 境 影 響

環 境 影 響環 境 影 響

環 境 影 響環 境 影 響

環 境 影 響環 境 影 響

環 境 影 響環 境 影 響

環 境 影 響環 境 影 響

環 境 影 響環 境 影 響

環 境 影 響環 境 影 響

環 境 影 響環 境 影 響

環 境 影 響環 境 影 響

環 境 影 響環 境 影 響

環 境 影 響環 境 影 響

環 境 影 響環 境 影 響

環 境 影 響環 境 影 響

環 境 影 響環 境 影 響

環 境 影 響環 境 影 響

環 境 影 響環 境 影 響

環 境 影 響環 境 影 響

環 境 影 響環 境 影 響

環 境 影 響環 境 影 響


